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前回ヒアリング（４月 17 日）における意見のとりまとめ（クーリングオフ関係） 

団体・事業者 クーリングオフの在り方関係に係るご意見（ヒアリング提出資料から抜粋） 

全国消費生活相

談員協会 

・電気通信サービスの勧誘において、電話勧誘販売、訪問販売では、特定商取引法と同等の消費者保護

の規定が必要。 

・光回線、ＣＡＴＶの契約においては、電気通信サービス向上推進協議会の規定によって、工事前であ

れば無償で契約解除できるようになっている。消費者保護の観点から工事前の無償契約解除は今後も

引き続きの規定としていただきたい。 

・つながらない等のトラブルを避けるために、速度、接続可能エリアかを事前に試すことができる機会

が必要。 

ＮＴＴ東日本 ・家電量販店に関する苦情・相談・ご意見は、全体の 2%と少数。 

 （理由：①消費者の認知度が高い、②シンプルな料金体系） 

・法人ユーザからの苦情・相談・ご意見は、全体の 2%と少数。 

（理由：①技術的知識・習熟性が高い、②情報システムの一部としての光回線） 

・開通工事コストや原状復帰コスト等の負担の在り方を考慮していただきたい。 

・インバウンド販売（家電量販店等）も対象とした場合、悪意のある消費者を助長させない仕組み作り

を考慮していただきたい。 

ＮＴＴ西日本 ・契約内容を記載した書面をお申込み後速やかに、お客様へ送付するとともに、開通までの期間中に、

再考の結果、解約の申出をされたお客様については、取引形態を問わず無償での解約対応を実施。 

・クーリング・オフ制度の導入については、以下の点に、十分ご配慮のうえ、検討を願います。 

【クーリング・オフの起算点・期間】 

・「契約書面受領日から８日間」が仮に適用された場合、以下の点を懸念。 

 ①クーリング・オフ期間内の開通工事を控えることにより、早期にご利用したいというお客様の希望

に沿えなくなる可能性があります。（利用者の利便低下） 

 ②光ファイバー工事の特性（お客様宅内外の工事）上、開通後にお客様からクーリング・オフのお申

資料８
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し出があった場合、開通工事費用及び現状復帰費用等、多額の費用が回収できなくなります。 

【適用となる取引体系】 

・家電量販店等における「光回線」の販売については、消費者に広く認知されていることに加え、広告

物等で、事前に検討して判断する機会を得ている場面も多く、不意打ち性が高いとは言い難い。（苦情

申告も少ない状況）【取引となる相手方】 

・法人ユーザは、情報システムの一部として数社のサービスを比較検討の上、導入を決定するのが一般

的な取引態様であり、十分検討、熟慮いただいた上での取引。（苦情申告も少ない状況） 

ＮＴＴドコモ ・店舗においては、自由にお持ち帰りいただけるカタログの配備、実際の機器で操作を体験していただ

く商品の準備、ご不明な点についてスタッフがお答えできる体制の整備などにより、お客様はサービ

ス内容をいつでもご検討・ご確認可能。 

・サービス・機能に関するご不満・ご申告に関する問題解決策について随時相談を受け付け。 

・電波を利用する携帯電話サービスは、サービスエリア・通信速度などのご利用条件を一概にお伝えす

ることが難しい部分もあるため、弊社では「聞かせて！ドコモの電波状況」などの施策によりサービ

ス改善に関するお問い合わせを受け付け。（室内補助アンテナ等による改善策の提案） 

・契約以後における利用環境の不満を減じることができるよう、事前にサービスエリアを確認できる仕

組みを検討中。 

ＫＤＤＩ ・au ひかりは、『開通工事前の無償キャンセル』を、au は、『スマホお試し（au スマホデビューキャンペ

ーン等）』と『エリア品質改善』を実施。 

・電気通信事業法にクーリングオフ制度を導入する場合には、特定商取引法とのバランスを考慮し、平

仄を合わせて慎重に検討していただきたい。特に、以下の２点について留意していただきたい。 

【クーリングオフ期間の起算日】  

・クーリングオフが可能な期間の起算日を特定商取引法と同様、「書面受領日」としていただきたい。 

・起算日が「役務提供開始日」となり、無条件での契約解除が可能となる場合には、例えばＦＴＴＨで

は回線敷設の工事にかかる手間と費用、さらにこれを原状に戻す費用などの影響が多大。 
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【店舗販売、通信販売】 

・十分、サービスや契約の内容を理解する時間が存在。 

・特定商取引法でも、「店舗販売」、「通信販売」という販売形態については、原則、クーリングオフの適

用はありませんので、電気通信サービスにおいても同様の扱いとしていただきたい。 

ソフトバンク 

モバイル 

・電波状況をお試し頂くために契約キャンセルプログラムを実施中。（昨年 7月より） 

 （返品可能期間：ご契約当日から８日以内。キャンセルの場合も、通話料、コンテンツ利用料はお客

様負担、商品返却に際しては、契約店舗への来店が必要。） 

【サービスや販売形態ごとの切り分け】 

・電話・訪問販売と店舗では、消費者の能動性、説明機会、問題の性質が異なる。 

  電話・訪問販売：「消費者の能動性」：来店行為なし、積極的購入意思なし（当初） 

「説明機会」：限定的になる可能性 

「問題の性質」：不意打ち性（密室性） 

  店舗     ：「消費者の能動性」：来店行為あり、一定の購入意思あり 

「説明機会」：一定の機会は得られる 

「問題の性質」：①期待値とのギャップ（エリア等）、②ついで買い 

・店舗の問題については、説明の徹底（強化）に加え、業界内で、①エリア検証等の返品プログラムや

お試しサービス（機器貸与）、適合性原則強化（サンキューコールなど）の取組等が考えられる。 

【対象ユーザごとの切り分け】 

・一般消費者と法人の区分を行うことが適当。 

  一般消費者：「苦情件数」：多い 

        「一般的特徴」：ＩＴリテラシーに個人差 

  法人   ：「苦情件数」：少ない 

       ：「一般的特徴」：ＩＴリテラシー高、契約のプロ 

 → 契約に至るまでの期間が長く、十分な説明が可能。 
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【受付・処理時間の長時間化】 

・説明の複雑化、待ち時間・説明時間長時間化 

【サービスのデグレード】 

・商品引き渡しや工事時期の遅延、サービスへの新たな制約付与（無償キャンセル期間内の利用制限等） 

【ルールの悪用】 

・事業者間の渡り（不正利用）、短期の無償利用を企図した悪用（いわゆる“使い逃げ”） 

等のルールの設計に当たっては十分な配慮が必要。 

イー・アクセス ・訪問販売、電話勧誘については、自主的にクーリングオフ相当の運用を実施。 

（書面交付からの８日以内の無償解約、端末返送料のみ利用者負担） 

・通信サービスは、今や消費者にとって必要不可欠であり、「多様な消費者やニーズに合致」、「消費者リ

テラシー向上」等が消費者保護ルール見直しに向けての重要な観点。 

・過度なクーリングオフの適用は利便性、コストの観点から全てのユーザに影響が及ぶ可能性。 

・不意打ち性の高い訪問販売、電話勧誘などのチャネル並びに利用者種別も考慮し、特商法との整合性

を図りつつ慎重に検討することが適当。 

・なお、対面販売チャネルについては、モバイルの特性への配慮や利用者が選択可能となるメリットが

あることも視野に入れ、業界として各事業者が創意工夫したお試しサービスを導入することが効果的。 

ティーガイア ・代理店においては、①通信サービスの契約（通信事業者・顧客の回線契約取次ぎ）、②端末販売（通信

事業者より仕入れ・顧客へ販売）、③その他通信オプションサービスの契約（通信事業者提供のオプシ

ョン契約の取次ぎ、独自ルートのサービス契約の取次ぎ）、④端末付属品（アクセサリー等）の販売（通

信事業者より仕入れ・顧客へ販売、独自ルートで仕入れ・顧客へ販売） 

・回線契約に付随する物販及びサービスの解約（端末、オプションサービス、アフィリエイト、アクセ

サリー）は、回線契約と一体であり、解約による販売代理店の負担増大。 

・説明事項の増加、説明時間の長時間化の傾向は既に発生しており（説明が多岐、サービスの多様化複

雑化）、端末の機能等を含めすべてを説明できるか、お客様に 100％理解いただけるかについて課題が



5 
 

残る中で、店舗の説明方法に責任が集中する懸念がある。（書面に同意のサインがあっても説明を受け

ていない等の苦情は現状においても確認されている） 

・苦情を招く曖昧な原因への対応。（エリアの不確実性、主観的評価への対応） 

・返品商品は再販できないため、端末仕入価格が損失となり、通信事業者の支援が得られなければ代理

店の経営に影響。 

テレコムサービ

ス協会ＭＶＮＯ

委員会 

・訪問販売、電話勧誘による契約について、運用上、利用前キャンセルを受け付けている事業者が多い。 

【訪問販売、電話勧誘販売による解約】 

・ユーザー視点から、「不意打ち性」がある販売形態にはキャンセルの対応をすべき。 

【通信販売、店頭販売による解約】 

・利用前キャンセルには対応すべきだが、「試用期間としてのクーリングオフ」の導入は事業に与える影

響が大きい状況。 

（発生したコスト（使用したルーター、データカード、ＳＩＭ等機器費用、音声等通信等の通信料）

の負担の問題、悪意を持って不正を繰り返す利用者） 

【試用期間としてのクーリングオフ】 

・新たに発生するコストを①利用者の通信費用に上乗せして通信料金を値上げ、②クーリングオフ利用

者に実費負担頂くの２通り。 

→ユーザー視点から、健全に利用して頂いている既存利用者にこの費用を負担頂くのは難しい。 

→「試用」の意味でク利用者に端末費用などを負担して頂くことも納得頂けない。 

 


